
武蔵関駅周辺のまちづくりに関する事業について

武蔵関駅周辺では、西武新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）の連続立体交差事業等、

下図のような様々な事業や検討が進められています。

建物共同化の検討
（北口駅前街区）

土地・建物をお持ちの皆
様とまちづくり勉強会を開
催し、魅力あふれる駅前空
間の創出を目指し、共同建
替えの学習を進めています。

まちづくりルール等の検討

まちづくり協議会等で、良好な住環境
や石神井川のうるおいを活かした街並み
を目指し、まちづくりルールの検討をし
てきました。
今回のアンケートおよびオープンハウ

スでは、まちづくりルール（地区計画）
案に関する内容をお聞きしています。

西武新宿線
(井荻駅～西武柳沢駅間）

連続立体交差事業

令和6年３月６日～
令和２０年３月３１日

事業
期間

交通広場の整備
（区画街路第８号線）

事業
期間

令和6年３月６日～
令和２２年３月３１日

側道の整備
(鉄道付属街路、特殊街路)

令和6年３月６日～
令和２2年３月３１日

事業
期間

連続立体交差事業、交通広場および側道については、今後、関係者の皆様へ用地補償に関
する説明会を開催し、その後、個別に用地取得についてのお話合いを行っていきます。

石神井川の
河川整備

河川整備のイメージ
（松之木橋付近）

浸水被害を軽減す
るとともに、河川
環境の向上を図る
ため、東京都が河
川整備を進めてい
ます。

補助230号線の
整備

令和6年３月６日～
令和１５年３月３１日

事業期間

6月に用地取得・補償
説明会を行いました。

補助135号線の
整備

令和７年度の事業認可
取得を目指しています。

まちづくり協議会の様子

アンケート調査範囲



武蔵関駅周辺地区まちづくりルール（地区計画）案について

Ⅰ．はじめに

地区計画とは︖
地区計画とは、ある一定のまとまりを持っ
た「地区」を対象に、地区の特性や課題を
踏まえ、既にある用途地域などに追加して
詳細なルールを地区単位で独自に定める制
度です。
建物を新しく建てたり、建て替えたりする
際に適用されるルールであり、地区計画が
決定されても、すぐに自宅などを建替えな
ければならないということではありません。

出典：東京都都市整備局ホームページ

武蔵関駅周辺地区では、西武新宿線連続立体交差事業をはじめ、様々な都市基盤整備が進められて
います。そこで、これらの都市基盤整備に伴う駅周辺の回遊動線の整備とあわせて、

①歩いて楽しめる安全で快適な駅前空間の形成
②石神井川の自然環境を生かしたみどり豊かな街並みと安全で快適な住環境の形成

を目指し、まちづくりルール（地区計画）の導入に向けた検討を進めてきました。

当地区で検討している具体的なまちづくりルール（地区整備計画案）の項目

■地区計画で定められること
地区計画の目標 どのような目標に向かって地区のまちづくりを進めるかを定めます。
方 針 地区計画の目標を実現するための方針を定めます。
地区整備計画 土地利用や建築物、道路などについて細かい項目に分けて具体的なルールを定めます。



武蔵関駅周辺地区まちづくりルール（地区計画）案について

Ⅱ．地区区分（案）と各地区の方針

武蔵関駅周辺地区では、「歩いて楽しめる安全で快適な駅前空間」「石神井川の自然環境を生
かしたみどり豊かな街並みと安全で快適な住環境」の形成を目指し、地区により以下のような街
並みの将来イメージを描きながら、それらの実現に向け検討を重ねてきました。
まちづくりルール（地区計画）の策定においては、地区の特性に応じた土地利用の方針を定め、
細かい項目に分けて具体的なルールを定めていくことを考えています。

Q2-1︓各地区区分で右に示すような土地利用の方針を定めていくことを考えています。
各地区の土地利用の方針についてどのようにお考えですか。

土地利用の方針地区区分（地区番号と地区名称）

駅北側では、鉄道の立体化や交通広場、石神井川の整備等にあわせた
土地の有効利用を図り、まちの顔となる魅力的な商業空間を形成する。
駅南側では、近隣向けの商業施設が連続し、安全安心に買い物ができ
る賑わい商業空間を形成する。

①駅前商業地区

地域に密着した商業施設と共同住宅等の住宅施設が調和した街並みを
形成する。②近隣商店街地区

幹線道路沿道の立地を生かした商業施設等を誘導し、延焼遮断機能を
有する街並みを形成する。③幹線道路沿道地区

幹線道路沿道にふさわしい生活利便施設と住宅施設が調和した中高層
の土地利用を誘導し、延焼遮断機能を有する街並みを形成する。④補助幹線道路沿道地区

みどり豊かで良好な住環境を有する共同住宅や戸建住宅と小規模店舗
が調和する利便性の高い良好な市街地環境を形成する。⑤住商共存地区

生活利便施設と中層の住宅施設を誘導し、延焼遮断機能を有する安全
で落ち着きのある街並みを形成する。さらに、鉄道北側では文教施設や
低層住宅地に配慮した建物高さを誘導する。

⑥補助230号線沿道北地区

⑦補助230号線沿道南地区
生活利便施設と低層から中層の住宅を誘導し、延焼遮断機能を有する
安全で暮らしやすい街並みを形成する。また地域にゆかりのあるみどり
の保全に努める。

⑧補助135号線沿道地区

みどり豊かで、安心安全に暮らせる閑静な住宅地を形成する。⑨住宅地区

このエリアは、既に公営住宅の
建替えを適切に誘導するための
「上石神井４丁目地区地区計画」
が定められいるため、武蔵関駅
周辺地区の地区計画の範囲には
含まれません。

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2500分の1地形図を利用して作成したものである。(承認番号)(MMT利許第05-K120-6号)
(承認番号)６都市基街都第170号、令和6年8月23日

※地区区分（案）は、現在検討中のものであり、今後変更となる可能性があります。

アンケート ※WEBもしくはお手元のアンケート用紙にてご回答ください。

賑わいを
感じられる店先安心して歩ける

歩行空間

多くの店舗が
立地する商店街

駅周辺の商店街 駅から離れた商店街

補助230号線沿道（北側） 補助230号線沿道（南側）

暮らしを大切に
する街並み

緑あふれる商店街落ち着いた店舗
（カフェや雑貨店等）

火災の延焼を防ぐ
燃えにくい建物

ゆとりある
歩行空間 歩行者と自転車

のすみわけ

戸建て住宅や
３～４階程度の
マンション

沿道の緑化

５～６階程度の建物

ゆとりある
歩行空間 歩行者と自転車

のすみわけ

生活サービス
系施設

※駅前商業地区をイメージしています。 ※近隣商店街地区をイメージしています。

火災の延焼を防ぐ
燃えにくい建物

補助135号線沿道 住宅地

火災の延焼を防ぐ
燃えにくい建物

ゆとりある
歩行空間

歩行者と自転車
のすみわけ

生活サービス
系施設 緑の連続性

安心して
歩けるまち

ゆとりある敷地

ブロック塀を無くし
道路沿いに植栽

５～６階程度の建物

地区区分（案）と土地利用の方針



１）建物の種類 ［建築物等の用途の制限］

Q3-1︓以下の建物の種類に関するまちづくりルール(案)について、どのようにお考えですか。

■建物の種類に関するまちづくりルール（案）
以下の建物を建てることができなくなります。

まちづくりルール（案）対象となる区域
○キャバレーなどの風俗営業施設
○工場

①駅前商業地区
③幹線道路沿道地区

○キャバレーなどの風俗営業施設
○工場
○カラオケボックス
○マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所 等

②近隣商店街地区

○トランクルーム
○ホテル、旅館
○ボーリング場、スケート場、スキー場、水泳場、
ゴルフ練習場、バッティング練習場

○自動車教習所

⑤住商共存地区
⑥補助230号線沿道北地区
⑦補助230号線沿道南地区
⑧補助135号線沿道地区

■対象地区

武蔵関駅周辺地区まちづくりルール（地区計画）案について

Ⅲ．まちづくりルール（地区整備計画案）について

駅前商業地区、近隣商店街地区および住商共存地区では、商店街のにぎわいや住宅地との調和
に配慮するため、現在の用途地域の用途制限に加え、地区にふさわしくない種類の建物を新たに
制限したいと考えています。
また、補助230号線沿道地区および補助135号線沿道地区では、生活利便性の高い安全で落ち着
きのある、暮らしやすい街並みを形成するため、用途地域を変更し、地区計画において地区にふ
さわしい用途をきめ細かく誘導していきたいと考えています。

アンケート ※WEBもしくはお手元のアンケート用紙にてご回答ください。



建築物の高さの最高限度に関するルールの概

補助230号線沿道地区および補助135号線沿道地区では、防災性を高めながら、周辺の状況と調
和した良好な住環境を形成するため、用途地域を変更し、地区計画において、地区の区分に応じ
た建物の最高高さを誘導していきたいと考えています。
補助230号線沿道の北側では、特に周辺の文教施設や低層住宅地に配慮した街並みを形成する
ため、建築物の高さの最高限度を17ｍかつ5階以下に制限したいと考えています。
また、補助230号線沿道の南側および補助135号線沿道では、良好な住環境を保護するため、建
築物の高さの最高限度を20ｍかつ6階以下に制限したいと考えています。

武蔵関駅周辺地区まちづくりルール（地区計画）案について

２）建物の高さ ［建築物等の高さの最高限度］

Q3-2︓以下の建物の高さに関するまちづくりルール(案)について、どのようにお考えですか。

■建物の高さに関するまちづくりルール（案）
まちづくりルール（案）対象となる区域

建築物の高さの最高限度を
17ｍ以下（５階程度）かつ地上５階以下とします

⑥補助230号線沿道北地区

建築物の高さの最高限度を
20ｍ以下（６階程度）かつ地上６階以下とします

⑦補助230号線沿道南地区
⑧補助135号線沿道地区

建築物 建築物の高さの最高限度に関するルールの概要解 説

高さの最高限度の変更箇所

アンケート ※WEBもしくはお手元のアンケート用紙にてご回答ください。



武蔵関駅周辺地区まちづくりルール（地区計画）案について

住宅系エリア（④～⑨）では、敷地の細分化による建て詰まりを防止し、ゆとりある住環境を
形成するため、敷地面積の最低限度を設定したいと考えています。

３）敷地の広さ ［建築物の敷地面積の最低限度］

■敷地の広さに関するまちづくりルール（案）
まちづくりルール（案）対象となる区域

新たに分割する場合の敷地面積
の最低限度を110㎡とします

④補助幹線道路沿道地区 ⑦補助230号線沿道南地区
⑤住商共存地区 ⑧補助135号線沿道地区
⑥補助230号線沿道北地区

建築物解 説

住宅系エリア（④～⑨）では、火災に
よる建物の延焼防止や日当たり、風通
しの確保により、ゆとりある街並みを
形成するため、建物の壁面を隣地境界
線から後退し必要な空間を確保したい
と考えています。

４）隣接する住宅間の間隔 ［壁面の位置の制限］

■隣接する住宅間の間隔に関するまちづくりルール（案）
まちづくりルール（案）対象となる区域

建築物の外壁等の面から隣地境界線
までの距離は0.5ｍ以上とします。
※壁面を後退した部分は、敷地面積に含まれます。

④補助幹線道路沿道地区 ⑦補助230号線沿道南地区
⑤住商共存地区 ⑧補助135号線沿道地区
⑥補助230号線沿道北地区 ⑨住宅地区

解 説

隣地境界線からの
壁面の位置の制限
のイメージ

敷地面積の最低限度を110㎡に定めた場合

アンケート ※WEBもしくはお手元のアンケート用紙にてご回答ください。

アンケート ※WEBもしくはお手元のアンケート用紙にてご回答ください。

Q3-3︓以下の敷地の広さに関するまちづくりルール(案)について、どのようにお考えですか。

Q3-４︓以下の隣接する住宅間の間隔に関するまちづくりルール(案)について、どのようにお考えですか。

⑨住宅地区



■商店街での建物のセットバックをする路線

５）商店街での建物のセットバック ［壁面の位置の制限］

武蔵関駅周辺地区まちづくりルール（地区計画）案について

駅前商業地区の一部では、快適に買い物が出来る商店街を形成するため、建築物の壁面位置を
道路から後退（セットバック）し、快適で歩きやすい道路空間を確保したいと考えています。

■商店街での建物のセットバックに関するまちづくりルール（案）
まちづくりルール（案）対象となる区域

建築物の外壁等の面から道路境界までの距離は0.5ｍ
以上とします。
※壁面を後退した部分は、敷地面積に含まれます。

①駅前商業地区のうち、
下図に示す路線の沿道に面する建築物

解 説

地区にとって重要な道路（地区施設道路）では、安全な通行および災害時の円滑な避難のため、建替
え等にあわせて必要な道路幅員や隅切りを確保していくことを考えています。
また、道路が交差する角敷地では、安全性の向上を図るため、建替え等にあわせて見通しのための隅
切りを確保していくことを考えています。

６）安全確保のための建物のセットバック ［壁面の位置の制限］

Q3-６︓以下の安全確保のための建物のセットバックに関するまちづくりルール(案)について、どのようにお考えですか。

■安全確保のための建物のセットバックに関するまちづくりルール（案）
まちづくりルール（案）対象となる区域

地区施設道路として位置づける道路の沿道では、安全な通行および災害時の円
滑な避難が行えるようにするため、建替え等にあわせて建物を後退し、６ｍ以
上の道路幅員を確保します。また、道路が交差する角敷地では長さ３ｍの隅切
りを確保します。
※後退した部分は、原則、区が買い取ります。（一定規模の大きさの敷地については
練馬区まちづくり条例に基づいて寄付をしていただきます。）

（１）地区にとって重要な道路
（地区施設道路）
※対象路線は、右図を参照ください

地区施設道路を除く道路が交差する角敷地（全地区）では、見通しを確保して
安全性の向上を図るため、建替え等にあわせて長さ２ｍの隅切りを確保します。

（２）（１）地区にとって重要な道路
以外の道路が交差する角敷地

解 説 地区にとって重要な道路（地区施設道路）と隅切りの確保について

商店街での
建物のセットバックの
イメージ

７）セットバック空間における工作物等の設置制限［壁面後退区域における工作物の設置の制限］

壁面後退路線 ▲道路境界線

５）や６）で壁面の位置の制限により建物をセットバックした区域では、安全で快適な空間を
確保するため、歩行者の通行の妨げになるような工作物の設置を制限したいと考えています。

Q3-7︓以下のセットバック空間における工作物等の設置制限に関するまちづくりルール(案)について、
どのようにお考えですか。

まちづくりルール（案）対象となる区域
門、塀、擁壁、広告物、自動販売機等の移動が
困難な工作物を設置してはならないものとしま
す。

「５）商店街での建物のセットバック」または
「６）安全確保のための建物のセットバック」を行う敷地

■セットバック空間における工作物等の設置制限に関するまちづくりルール（案）

解 説 工作物の設置制限

壁面後退区域（セットバック空間）では、
門、塀、擁壁、広告物、
自動販売機等の設置を制限

地区にとって重要な道路

■地区にとって重要な道路（地区施設道路）の対象路線 ■安全確保のための建物のセットバックのイメージ

■なぜ６ｍ必要なのか
災害時等に緊急

車両が通行でき、
消防活動や救助活
動を行うためには、
幅員６ｍ以上の道
路が必要と言われ
ています。

隅切りの確保
◇地区にとって重要な
道路と交差する角地
３ｍの隅切り確保

◇それ以外の角敷地
２ｍの隅切り確保

地区にとって重要な道路
のうち６ｍ未満の道路で後退

アンケート ※WEBもしくはお手元のアンケート用紙にてご回答ください。 アンケート ※WEBもしくはお手元のアンケート用紙にてご回答ください。

アンケート ※WEBもしくはお手元のアンケート用紙にてご回答ください。

Q3-5︓以下の商店街での建物のセットバックに関するまちづくりルール(案)について、どのようにお考えですか。



武蔵関駅周辺地区まちづくりルール（地区計画）案について

地震時のブロック塀等の倒壊を防ぎ、みどり豊かで、安全な街並みを形成するため、ブロック
塀等の高さを制限し、道路に沿って垣や柵を設ける場合は、生垣又は透視可能な構造のフェンス
にしたいと考えています。

８）ブロック塀等の制限 ［垣または柵の構造の制限］

■ブロック塀等の制限に関するまちづくりルール（案）
まちづくりルール（案）対象となる区域

道路に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣またはフェンス等透視
可能な構造のものとします。
ただし、公共公益施設の用に供する建築物等の保安・景観上必要な柵、
または、高さ60ｃｍまでの部分については、この限りではありません。

①～⑨全ての地区

ブロック塀は、
高さを60cm
（ブロック塀
３段分）までフェンスは

透過性の
あるもの

生け垣

アンケート ※WEBもしくはお手元のアンケート用紙にてご回答ください。

Q3-８︓以下のブロック塀等の制限に関するまちづくりルール(案)について、どのようにお考えですか。

解 説

■ブロック塀の現在のルール
建築基準法では鉄筋や控え壁の設置をすることにより

高さ2.2mまで作ることが可能ですが、適法でないもの
も多く存在しているのが現状です。

出典︓国土交通省ホームページ

■みどりの街並みづくり助成制度
練馬区では、みどりを増やすために、新たに道路沿いや

建物を緑化した場合に、その費用の一部を助成しています。

■ブロック塀等の撤去費用助成制度

■ブロック塀の制限のイメージ

撤去するブロック塀等が以下（１）～（３）の条件す
べてに合致し、区の点検により安全性が確認できなかっ
た場合に対象となります。



武蔵関駅周辺地区まちづくりルール（地区計画）案について

武蔵関公園から続く石神井川の水辺空間と教育施設・社寺等のみどりを活かし、武蔵関らしい
みどりの豊かな街並みを保全・創出したいと考えています。
300㎡以上の敷地では、すでに空地部分の30％以上など一定以上の緑化が条例化されています。
まちづくりルールでは、その緑化をなるべく道路の沿道に誘導し、地区内にみどりを感じられる
空間を増やしていきたいと考えています。

９）みどり ［緑化率の最低限度、土地の利用に関する事項など］

■みどりに関するまちづくりルール（案）

解 説

まちづくりルール（案）対象となる区域

敷地面積の３％を緑化
ただし、敷地面積が110㎡未満のものについては
この限りではありません。

④補助幹線道路沿道地区
⑤住商共存地区
⑥補助230号線沿道北地区
⑦補助230号線沿道南地区
⑧補助135号線沿道地区
⑨住宅地区

建築物の外壁等の面から道路境界までの距離は0.5ｍ以上と
します。
壁面を後退した部分は、道路側に一定の植栽空間または歩
行者等の休憩スペース(ベンチ等)を整備します。

②～⑨の地区の
300㎡以上の敷地

地域にゆかりのあるみどりについて、これらの敷地内のみ
どりの保全に努めます。

大関山の森緑地
上智大学神学部
日本カトリック神学院
本立寺

■地域にゆかりのあるみどりの位置図

110㎡以上の敷地で
は３％の緑化

300㎡以上の敷地で、

道路沿いに緑化
または、
ベンチ等の休憩スペー
スを確保

アンケート ※WEBもしくはお手元のアンケート用紙にてご回答ください。

Q3-9︓以下のみどりに関するまちづくりルール(案)について、どのようにお考えですか。

■緑化のイメージ



街並みにそぐわない派手な建築物を抑制するため、建築物の形態・色彩・意匠は周辺環境との
調和に配慮した落ち着いた色合いにしたいと考えています。また、石神井川沿いでは、河川と調
和した落ち着きと潤いのある景観を形成するため、色彩基準による制限をしたいと考えています。

10）建物のデザイン ［形態又は色彩その他の意匠の制限］

■建物のデザインに関するまちづくりルール（案）

建築物 色彩基準のイメージ解 説

まちづくりルール（案）対象となる区域

建築物の屋根および外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色の使用を
避け、良好な住環境にふさわしい落ち着いた色合いのものとします。①～⑨全ての地区

石神井川に面する敷地においては、建築物の形態、意匠および外観の
色彩については、石神井川に融和し、自然になじむ開放的な景観を形
成するものとし、建築物については、景観計画の色彩基準に適合した
ものとします。

石神井川に面する敷地

景観計画で定める色彩基準に基づき、建物の外壁・屋根等は、下図に示すように各色相の赤
枠・青枠で示すような色彩を使用するよう制限していきます。

武蔵関駅周辺地区まちづくりルール（地区計画）案について

アンケート ※WEBもしくはお手元のアンケート用紙にてご回答ください。

出典︓練馬区景観計画（平成23年8月）

外壁基本色の使用可能範囲
（外壁の５分の４はこの範囲から選択）

屋根色の使用可能範囲

Q3-10︓以下の建物のデザインに関するまちづくりルール(案)について、どのようにお考えですか。



街並みにそぐわない派手な広告物を抑制するため、広告物の形態・色彩・意匠は周辺環境との
調和に配慮した色合いやデザインにするとともに、表示面積の大きさを制限したいと考えていま
す。

11）屋外広告物のデザイン ［形態又は色彩その他の意匠の制限］

Q3-11︓以下の屋外広告物のデザインに関するまちづくりルール(案)について、どのようにお考えですか。

■屋外広告物のデザインに関するまちづくりルール（案）
まちづくりルール（案）対象となる区域

・屋外広告物の色彩は原色の使用を避け、周囲に配慮した形態・意
匠とするとともに、災害時の安全性に配慮するものとします。

・石神井川からの眺めに配慮し、突き出し広告や壁面広告は周辺の
まちなみから突出しないようにします。

・防犯の観点から敷地内の門灯や前面道路沿いのフットライトの設
置に努めるようにします。

①～⑨全ての地区

上記に加え、建築物に表示する屋外広告物の表示面積の合計は、20㎡以下
で必要最小限の大きさに止め、複数の広告物は集約するものとします。
ただし、学校及び病院に係る広告物については50㎡以下とします。

⑥補助230号沿道北地区
⑦補助230号沿道南地区
⑧補助135号沿道地区

浸水被害の軽減を図っていくため、雨水浸透施設の設置を誘導していくことを考えています。

12）雨水対策 ［土地利用に関する事項］

Q3-12︓以下の雨水対策に関するまちづくりルール(案)について、どのようにお考えですか。

■雨水対策に関するまちづくりルール（案）
まちづくりルール（案）対象となる区域

雨水の河川等への流出を抑制するため雨水
浸透施設の整備に努めるものとします。①～⑨全ての地区

浸透ます浸透トレンチ

武蔵関駅周辺地区まちづくりルール（地区計画）案について

アンケート ※WEBもしくはお手元のアンケート用紙にてご回答ください。

アンケート ※WEBもしくはお手元のアンケート用紙にてご回答ください。



武蔵関駅周辺地区まちづくりルール（地区計画）案について

参考．用途地域の変更について

「補助230号線沿道地区」と「補助135号線沿道地区」では、後背地の住宅地に配慮しながらも、
店舗や中層程度の住宅が共存する沿道市街地とするため、また、火災の延焼を防止する延焼遮断機
能を高めるため、地区計画の決定とあわせて用途地域、容積率・建蔽率、高度地区および防火地域
の変更を検討しています。なお、地区計画において、誘導容積型制度を活用し、道路等の公共施設
の状況に応じて使用できる容積率を定め、公共施設の整備と土地の有効利用を一体的に誘導してい
きたいと考えています。変更後の容積率を利用するには地区計画の内容に適合し、練馬区の認定を
受ける必要があります。

■20ｍ第二種高度地区

防火地域とは
建築物を建築する際は、一
般的には鉄筋コンクリート造
等の耐火建築物にしなければ
なりません。小規模（２階建
以下､100㎡以下）ならば、準
耐火建築物も可能です。

容積率・建蔽率とは

容積率=延べ床面積( )/敷地面積( )×(100％)
建蔽率=建築面積( )/敷地面積( )×(100％)

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2500分の1地形図を利用して作成したものである。
（承認番号）（MMT利許第05-K120-6号）（承認番号）６都市基街都第170号、令和6年8月23日

高度地区とは
建築する建築物の高さを制限することにより、日
照・通風・採光などを確保し、住環境を保護するも
のです。真北方向の斜線制限および絶対高さ制限を
超えて建築物を建てることはできません。

用途地域とは
無秩序な用途混在による環境悪化等を防止するた
めに定めるもので、地域ごとに建築可能な建物用途
等が定められています。

■防火地域の建築制限

▲隣地境界線真北方向

5ｍ

15ｍ

20ｍ
建築できる
範囲

延べ床面積
（各階面積の合計値）

敷地面積

建築面積（建坪）

※変更内容については、現在、東京都と協議中です。



まちづくりルール（地区計画）策定の流れ

素案の説明会

原案の説明会

原案の公告･縦覧
および意見書の提出（３週間）

案の公告･縦覧
および意見書の提出（２週間）

都市計画の決定・告示

建築条例の施行

まちづくりルール（地区計画）案に関する
アンケート調査の実施

まちづくり協議会等での検討

道路やみどりに関する権利者への個別訪問

現在は
この段階です！

※地区計画が決定しても、すぐに建物を建替えなければならないわけではありません。

地区内で行われる建築・開発行為等を地区計画の内容に沿って規制・誘導する
ことで、目標とするまちづくりの実現を図ることができます。



○ 乗換え利便性や駅周辺の歩行者等の安全性・快適性の向上を
図ります。

○ 人が憩い集える川と一体となったゆとりある駅前空間を創出
します。

○ 安全な歩行者動線を確保し、駅や交通広場へのアクセス性・
防災性の向上を図ります。

目的

整備後のイメージ

武蔵関駅交通広場および練自歩３の整備について

施 行 者 練馬区
名 称 ➀東京都市計画道路事業区画街路練馬区画街路第8号線(交通広場)

②東京都市計画道路事業特殊街路練馬自転車歩行者専用道第3号線
(練自歩３)

事 業 地 練馬区関町北２丁目および４丁目各地内
事業認可日 令和６年３月６日
事 業 期 間 令和６年３月６日～令和22年３月31日
事業延長等 ➀面積 5113㎡ ②延長 80ｍ 幅員６ｍ

整備の方針

事業の流れ

事業計画の概要

現在は、
用地補償説明会の
開催に向けて準備
を進めています。

➀交通広場のイメージ ➁練自歩３のイメージ

※イラストは、現段階でのイメージです。
※区で駅南北通路の位置を想定し、イメージ図を作成しています。

➀交通広場のイメージ（北側から見たイメージ）

交通広場

練自歩３



施 行 者 練馬区
名 称 東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第230号線
事 業 地 練馬区関町北２丁目および関町北４丁目各地内
事業認可日 令和６年３月６日
事 業 期 間 令和６年３月６日～令和15年３月31日
事 業 延 長 914m
計 画 幅 員 16m

整備の方針

○ 歩道を整備するとともに、自転車の走行空間を確保し、
安全性・快適性・駅へのアクセス性の向上を図ります。

○ 青梅街道と新青梅街道を接続し、
駅周辺の交通混雑（関町庚申通りなど）の緩和を図ります。

○ 無電柱化（電線を地中に埋設）し、防災性の向上と、
植栽配置も含めた景観への配慮を図ります。

目的

標準横断図

（補助132号線︓石神井町２丁目付近）

整備後のイメージ

補助２３０号線の整備について

現在は
この段階です

事業の流れ

事業計画の概要



施 行 者 練馬区
名 称 東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第135号線
事 業 地 練馬区上石神井４丁目、石神井台４丁目、石神井台７丁目、

関町北１丁目、関町東１丁目、関町東２丁目
事業認可日 令和7年度（予定）
事 業 延 長 約920m
計 画 幅 員 15m

目的

標準横断図

（補助132号線︓石神井町３丁目付近）

整備後のイメージ

補助１３５号線の整備について

現在は、
R7年度の事業認可
取得を目指し、測量
を実施しています。

○ 西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続立体交差事業に合わ
せて整備することで、南北方向のアクセス性が向上します。

○ 自動車交通が分散され、周辺道路の交通の円滑化に寄与します。

○ 車道と分離された歩道や、自転車通行空間を整備することで、地域
のみなさまが安全・快適に通行できるようになります。

○ 電線類の地中化（無電柱化）により、景観に優れた道路空間を創出
します。

○ 無電柱化により、震災時に電柱が倒れる恐れがなくなるため、緊急
車両の通行や緊急物資の輸送が円滑にできるようになります。

交通の円滑化

（主要区道67号線︓西大泉５丁目付近）

安全性・快適性の向上

防災性の向上

整備の方針

事業の流れ

事業計画の概要



高架前 高架後

事業の効果

踏切で救急車も
渡れない

開かずの踏切にイライラ

踏切がなくなり交通渋滞や
事故が解消

鉄道とあわせて都市計画道路を
整備することで、安全性・利便性
が向上

駅周辺を人や車が往来しや
すく整備することで、にぎわい
のある空間を創出



構造形式︓高架式（嵩上式）及び地表式
都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路（側道）︓幅員6～20m 路線数19本
特殊街路練馬自転車歩行者専用道（側道）︓幅員6ｍ 路線数2本
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西武新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続立体交差事業

西武鉄道新宿線(井荻駅～西武柳沢駅間)連続立体交差事業等
についてのパンフレットより引用・一部加筆


